
◎労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 
（令和七年五月一四日法律第三三号）   

一、 提案理由（令和七年四月三日・参議院厚生労働委員会） 

○国務大臣（福岡資麿君） ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測

定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明い

たします。 

 少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、か

つ、安心して働き続けられる職場環境を整備することが重要です。こうした観点から、

個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の強化、化学物

質による健康障害防止等の仕組みの整備、機械等による労働災害防止の促進、高年齢労

働者の労働災害防止のための取組の強化等の措置を講ずることを目的として、この法律

案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、注文者等が講

ずべき措置を定めるとともに、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約（第

百五十五号）の履行に必要な規定の整備を行うこととしています。 

 あわせて、個人事業者等自身が講ずべき措置や業務上災害の報告制度等を定めること

とします。 

 第二に、ストレスチェックについて、労働者数五十人未満の事業場についても実施義

務の対象とすることとします。 

 第三に、化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を

設けるとともに、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質

に限り、代替化学名等の通知を認めることとします。 

 また、個人暴露測定を作業環境測定の一つとして位置付け、測定基準に従って実施し

なければならないこととするとともに、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図

ることとします。 

 第四に、ボイラー、クレーン等の特定機械等に係る製造許可の一部や製造時等検査に

ついて、民間の登録機関が実施することができる範囲を拡大することとします。 

 あわせて、登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、検査基準の遵守義務を課す

とともに、不正への対処や欠格要件を強化することとします。 

 第五に、高年齢労働者の労働災害防止のため、事業者に対し、高年齢者の特性に配慮

した作業環境の改善等の必要な措置を講ずる努力義務を設けることとします。 

 また、厚生労働大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針

を定めることとします。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年四月一日としていま

す。 



 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。 

二、 参議院厚生労働委員長報告（令和七年四月一一日） 

○柘植芳文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を

推進するため、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者を含めた労働災害の防止、職場

のメンタルヘルス対策及び高年齢労働者の労働災害の防止のための取組の強化、民間機

関を活用した産業機械の検査体制の見直し、化学物質による健康障害防止等のための仕

組みの整備等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、個人事業者等に対する安全衛生対策の在り方、ストレスチェ

ック制度の実効性確保策、高年齢労働者の労働災害防止策を強化する必要性等について

質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反

対、れいわ新選組を代表して天畠大輔委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられまし

た。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、個人事業者等が新たに労働安全衛生法の適用対象となることに鑑み、制度の理解不

足に起因する法令違反が発生することのないよう、発注時における注文者・事業者か

らの説明を含め、個人事業者等に対する制度の周知徹底を図るとともに、研修等を実

施する者に対して支援を行うこと。また、個人事業者等が法令を遵守していない場合

には、注文者・事業者から個人事業者等に対して適切な説明等が行われるよう、必要

な指導を行うこと。 

二、新設される業務上災害報告制度を活用し、個人事業者等による災害事例の収集・分

析を進めるとともに、適宜、災害防止対策に反映すること。また、報告を行った個人

事業者等に対して、注文者・事業者が不利益な取扱いを行うことのないよう必要な監

督・指導を行うこと。さらに、個人事業者等の過重労働による脳・心臓疾患及び精神

障害事案の発生を防止するため、個人事業者等自身等が労働基準監督署に報告する仕

組みの整備を通じ、個人事業者等の過重労働・過労死防止の一層の強化を図ること。 

三、労働災害防止の取組は現場の労使が一体となって協力・連携して行う必要があるこ

とを改めて徹底し、安全委員会や衛生委員会において労働者及び新たに対象となる個



人事業者等の危険又は健康障害を防止するための対策等の重要事項について個人事業

者等の意見を踏まえた十分な調査・審議が行われ、その結果を踏まえた対策が労働者

のみならず個人事業者等にも周知徹底されるよう、適切な助言・指導を行うこと。 

四、個人事業者等が労働者と異なる場所で労働者と類似の作業を行う場合や、プラット

フォーマーに対する規制の在り方について、本法の施行状況を踏まえ、特殊健康診断

・熱中症対策費用等の労働安全経費に係る負担の在り方を含めて検討すること。 

五、本法の内容と密接に関わるＩＬＯ第百五十五号条約の早期批准に向けて、速やかに

手続を行うとともに、その誠実な履行に向けて準備を行うこと。 

六、過重労働やハラスメントが原因の自殺を含む脳・心臓疾患及び精神障害による労災

申請・認定件数が引き続き増加傾向にあることに対する強い危機意識を政労使で共有

しつつ、残業時間や深夜・休日労働の一層の抑制による総実労働時間の短縮、勤務間

インターバル制度の導入促進、ハラスメント対策の一層の強化に努めるとともに、直

近の脳・心臓疾患及び精神障害の労災認定基準の変更によって労働災害被害者の認定

・救済がより適切かつ迅速に行われているかを検証し、公表すること。 

七、ストレスチェック制度の効果を高めるため、集団分析・職場環境改善の実施を計画

的かつ着実に推進すること。また、集団分析・職場環境改善の在り方について、義務

化の可否を含め、労使等の関係者の意見を聴きながら検討を進めること。 

八、ストレスチェックの実施義務対象の拡大に鑑み、中小零細企業を支援するため、産

業保健活動総合支援事業に関する体制整備を行うとともに、産業医・産業保健スタッ

フの育成に努めること。 

九、化学物質の自律的管理制度への転換に伴い、譲渡・提供先への危険・有害性情報の

確実な伝達と、リスクアセスメントに基づいた適切な措置が講じられるよう、事業者

に対する周知の強化に取り組むこと。また、法令に関する知識や管理体制が必ずしも

十分でない中小企業に対して、必要な支援を行うこと。 

十、成分名の一部を代替名表示することが認められる場合であっても、通知対象物によ

る健康障害が発生するおそれがある際には、医師・労働基準監督署に対して、必要な

情報が迅速に開示されるよう制度運用に万全を期すこと。 

十一、登録機関が実施する設計審査、製造時等検査については、引き続き検査による安

全性の確保が適切に行われるよう、適宜立入調査を行い、必要な監査・指導を行うこ

と。また、特定機械等の主要構造部分の変更時には、変更届の提出と変更検査の受検

を行うよう、周知に努めるとともに、必要な指導を行うこと。 

十二、高年齢労働者の労働災害防止を図ることに鑑み、新たに公表する指針の周知に努

めるとともに、高年齢労働者の特性や作業内容に応じた研修や講師の育成等を含めた

事業者の取組を支援すること。 

十三、身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因する労働災害のリスク評価の方法

や身体機能の保持・増進、作業環境の改善、適切な作業管理等に係る具体策につい



て、調査・検討を行うこと。また、本法の施行の状況を見つつ、高年齢労働者の労働

災害防止対策の在り方について検討すること。 

十四、重大な労働災害を発生させた企業については、特別安全衛生改善計画作成等の指

示、勧告、企業名の公表などを確実に実施すること。また、個別事業場の法令違反に

対して厳格に対応すること。 

十五、本法の円滑な施行を確保するため、労働基準監督官、安全・衛生専門官の大幅な

増員と、労働安全衛生を担当する行政体制の整備拡充を図り、労働災害の防止に即応

できる態勢を確立すること。 

十六、第十四次労働災害防止計画の政府目標の達成に向け、各種対策を講ずるととも

に、各指標に対する政策評価に基づき追加対策を検討すること。特に、事業者の熱中

症予防対策の実施を促進するために、熱中症予防に効果的な設備・機器の普及のため

の支援を図ること。 

 右決議する。 

三、 衆議院厚生労働委員長報告（令和七年五月八日） 

○藤丸敏君 ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改

正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ

ます。 

 本案は、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進

するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、個人事業者を労働安全衛生法に位置づけ、労働者のみならず個人事業者等に

よる労働災害を防止するための規定を設けること、 

 第二に、労働者数五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施を義務とする

こと、 

 第三に、化学物質の危険性及び有害性情報の通知義務違反に罰則を設けること、 

 第四に、産業機械の検査体制を見直し、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する

こと、 

 第五に、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とする

こと 

等であります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三

日福岡厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十五日から質疑に入り、昨日質疑を終

局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月七日） 



 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 個人事業者等が新たに労働安全衛生法の適用対象となることに鑑み、制度の理解不

足に起因する法令違反が発生することのないよう、発注時における注文者・事業者か

らの説明を含め、個人事業者等に対する制度の周知徹底を図るとともに、研修等を実

施する者に対して支援を行うこと。また、個人事業者等が法令を遵守していない場合

には、注文者・事業者から個人事業者等に対して適切な説明等が行われるよう、必要

な指導を行うこと。 

二 労働安全衛生法の適用対象となる範囲を明確化するため、作業従事者に含まれる者

の範囲を具体的に明らかにすること。また、法令違反に関する労働基準監督署長等へ

の申告制度について、作業従事者が申告したことを理由とした不利益取扱いが禁止さ

れていることの周知徹底を図るとともに、取引停止等の不利益な取扱いがなされた場

合は罰則の適用も含め、厳正に対処すること。 

三 新設される業務上災害報告制度を活用し、個人事業者等による災害事例の収集・分

析を進めるとともに、適宜、災害防止対策に反映すること。また、報告を行った個人

事業者等に対して、注文者・事業者が不利益な取扱いを行うことのないよう必要な監

督・指導を行うこと。さらに、個人事業者等の過重労働による脳・心臓疾患及び精神

障害事案の発生を防止するため、個人事業者等自身等が労働基準監督署に報告する仕

組みの整備を通じ、個人事業者等の過重労働・過労死防止の一層の強化を図ること。 

四 労働災害防止の取組は現場の労使が一体となって協力・連携して行う必要があるこ

とを改めて徹底し、安全委員会や衛生委員会において労働者及び新たに対象となる個

人事業者等の危険又は健康障害を防止するための対策等の重要事項について個人事業

者等の意見を踏まえた十分な調査・審議が行われ、その結果を踏まえた対策が労働者

のみならず個人事業者等にも周知徹底されるよう、適切な助言・指導を行うこと。 

五 個人事業者等が労働者と異なる場所で労働者と類似の作業を行う場合や、プラット

フォーマーに対する安全衛生対策について、本法の施行状況を踏まえ、必要な検討を

行うこと。 

六 個人事業者等が改正法に基づき受講する講習費用等の安全衛生経費が適正に価格転

嫁されるよう、ガイドラインの策定を含め、関係省庁と連携し対策を実施すること。 

七 本法の内容と密接に関わるＩＬＯ第百五十五号条約の早期批准に向けて、速やかに

手続を行うとともに、その誠実な履行に向けて準備を行うこと。 

八 過重労働やハラスメントが原因の自殺を含む脳・心臓疾患及び精神障害による労災

申請・認定件数が引き続き増加傾向にあることに対する強い危機意識を政労使で共有

しつつ、残業時間や深夜・休日労働の一層の抑制による総実労働時間の短縮、勤務間

インターバル制度の導入促進、ハラスメント対策の一層の強化に努めるとともに、直

近の脳・心臓疾患及び精神障害の労災認定基準の変更によって労災保険の特別加入者

及び労働災害被害者の認定・救済がより適切かつ迅速に行われているかを検証し、公



表すること。 

九 労働者数五十人未満の事業場におけるストレスチェックを適正に実施するため、ス

トレスチェック実施者等が秘密保持義務に違反している場合は、適切に対処すること。 

十 ストレスチェックを希望しないことや受検結果及び医師による面接指導の申出を理

由とする不利益取扱いが行われることのないよう、事業者に対して必要な監督・指導

を行うこと。 

十一 ストレスチェック制度の効果を高めるため、ストレスチェック項目の評価・検証

を行うとともに、集団分析・職場環境改善の実施を計画的かつ着実に推進すること。

また、集団分析・職場環境改善の在り方について、義務化の可否を含め、労使等の関

係者の意見を聴きながら検討を進めること。 

十二 ストレスチェックの実施義務対象の拡大に鑑み、中小零細企業を支援するため、

産業保健活動総合支援事業に関する体制整備を行うとともに、産業医・産業保健スタ

ッフの育成に努めること。また、個人事業者等においても自身のストレス状況を把握

しメンタルヘルス対策を講ずることは重要であることから、個人事業者等が労働者と

同水準のストレスチェックを実施することができるような環境整備を図ること。 

十三 労働者数五十人未満の事業場におけるストレスチェックについては、事業者に過

度な経済的負担及び業務上の負担が生じることのないよう、十分な準備期間を確保し、

事業場の状況に鑑み、導入時期を慎重に検討するとともに、ストレスチェックを的確

に行うことができるように支援すること。また、地域産業保健センターへの相談事例

の増加に対応するため、相談しやすい環境を整備し、メンタルヘルスに一定の知見の

ある医師確保を積極的に行うために必要な措置を講ずること。 

十四 デジタル化の進展に伴い、デジタルを活用したストレスチェックによって適時適

切に実施することができるようにする等、デジタルを活用した実効性を伴うストレス

チェックの実施の在り方を示すこと。 

十五 職場のメンタルヘルス対策を一層推進するため、これまでのメンタルヘルス対策

の効果を検証するとともに、ストレスチェック以外の方法についても検討すること。 

十六 職場のメンタルヘルス不調者の職場での早期把握のための研究等を行い、その取

組の好事例等を各事業者に提供するよう努めること。 

十七 高ストレス者の面接指導について、小規模事業場の特性を踏まえ、小規模事業場

の高ストレス者が安心して面接指導の申出をすることができる環境を整備すること。

また、事業者が、面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置

に関する医師の意見を聴いて、必要な措置を講ずるよう、事業者に対して指導の徹底

を図ること。 

十八 産業医がその専門性を発揮し、独立的かつ中立的に活動できるような配慮を事業

者に求めるとともに、事業者に対する産業医の勧告を尊重するよう指導すること。ま

た、産業医の勧告を理由とした不利益取扱いの禁止を徹底するよう、事業者に対して



指導の徹底を図ること。 

十九 産業医の選任義務のある労働者数五十人以上の事業場で産業医が選任されていな

い事業場に対して、その選任を促すとともに、産業医の解任を行ったことを労働基準

監督署が把握することができる仕組みの検証を行うこと。また、労働者と同一の場所

において作業を行う直接雇用されていない労働者や請負人等も含めた事業場における

作業環境に関してもその事業場の産業医が勧告できることについて、早期に周知する

こと。 

二十 事業場において労働者と同一の場所において作業を行う作業従事者に対する安全

衛生を事業場管理者が十分配慮し、そのために必要な対策をとるよう、周知・指導に

努めること。 

二十一 化学物質の自律的管理制度への転換に伴い、譲渡・提供先への危険・有害性情

報の確実な伝達と、リスクアセスメントに基づいた適切な措置が講じられるよう、事

業者に対する周知の強化に取り組むこと。また、法令に関する知識や管理体制が必ず

しも十分でない中小企業に対して、必要な支援を行うこと。 

二十二 成分名の一部を代替名表示することが認められる場合であっても、通知対象物

による健康障害が発生するおそれがある際には、医師・労働基準監督署に対して、必

要な情報が迅速に開示されるよう制度運用に万全を期すこと。 

二十三 化学物質の自律的管理制度への転換に伴い、危険・有害性情報の伝達が必要と

なる化学物質が増加することから、ラベル表示や文書の交付について、化学物質に関

する知識が必ずしも十分でない作業従事者にとって、よりわかりやすい記載を検討す

ること。 

二十四 有資格者による個人ばく露測定の実施義務化について、労働者が化学物質にば

く露する程度を最小限とするため、事業者に対し制度の周知徹底を図ること。また、

事業者の取組状況を把握し、適宜、化学物質管理対策に反映すること。 

二十五 登録機関が実施する設計審査、製造時等検査については、引き続き検査による

安全性の確保が適切に行われるよう、適宜立入調査を行い、必要な監査・指導を行う

こと。また、特定機械等の主要構造部分の変更時には、変更届の提出と変更検査の受

検を行うよう、周知に努めるとともに、必要な指導を行うこと。 

二十六 高年齢労働者の労働災害防止を図ることに鑑み、新たに公表する指針の周知に

努めるとともに、高年齢労働者の特性や作業内容に応じた研修や講師の育成等を含め

た事業者の取組を支援すること。 

二十七 身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因する労働災害のリスク評価の方

法や身体機能の保持・増進、作業環境の改善、適切な作業管理等に係る具体策につい

て、調査・検討を行うこと。また、本法の施行の状況を見つつ、高年齢労働者の労働

災害防止対策の在り方について検討すること。 

二十八 身体機能の低下等の影響により労働災害の発生率が高い高年齢労働者の増加に



伴って、労働災害による死傷者数に占める高年齢労働者の割合が増加している現状に

鑑み、脳・心臓疾患の労災認定基準について高年齢労働者の特性に配慮し、適切に運

用すること。また、会社が事業主証明を拒否するなど事業主証明を得られない場合に

おいても労災保険の請求ができることを高年齢労働者に更に周知すること。 

二十九 芸能従事者の健康確保を図るため、芸能従事者の業務の特性を踏まえたガイド

ラインの策定等必要な対策を行うこと。また、一定の要件を満たせば使用することが

できる児童の労働環境について、実態を把握し、必要に応じて労働災害防止対策を講

ずること。 

三十 重大な労働災害を発生させた企業については、特別安全衛生改善計画作成等の指

示、勧告、企業名の公表などを確実に実施すること。また、個別事業場の法令違反に

対して厳格に対応すること。 

三十一 本法の円滑な施行を確保するため、労働基準監督官、安全・衛生専門官の大幅

な増員と、労働安全衛生を担当する行政体制の整備拡充を図り、労働災害の防止に即

応できる態勢を確立すること。 

三十二 第十四次労働災害防止計画の政府目標の達成に向け、各種対策を講ずるととも

に、各指標に対する政策評価に基づき追加対策を検討すること。特に、事業者の熱中

症予防対策の実施を促進するために、熱中症予防に効果的な設備・機器の普及のため

の支援を図ること。 

 


